
歳入金債権の発生額及び消滅額等の推移
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50,144 5,513 43,923 3,329 45 40,594 0 51,821 6,106 46,404 4,161 484 42,242 - 53,866 4,966 48,279 3,361 22 44,917 0

主な歳入金債権 主な歳入金債権 主な歳入金債権

41,915 38,575 43,934 40,627 45,154 41,763

3,898 3,898 3,815 3,815 3,685 3,685

※消滅額の項中「うち不納欠損額」は、歳入徴収官事務規程（昭和二十七年大蔵省令第百四十一号）第二十七条第一項各号に該当する金額の合計額であり、消滅額の内数。

歳入金債権の年度末現在額の推移
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債権の種類

（部）雑収入 6,220 473 3,562 232 567 706 4,130 - 1,383 5,417 3 3,468 699 606 702 4,075 - 639 5,587 2 3,979 211 758 213 4,738 0 634

（款）国有財産利用収入 832 0 191 43 117 43 308 - 480 355 0 0 43 307 43 307 - 4 358 - 4 43 306 43 310 - 4

（項）国有財産貸付収入 - - - - - - - - - 0 0 - - - 0 - - - 0 - - 0 - 0 - - -

（目）公務員宿舎使用料債権 - - - - - - - - - 0 0 - - - 0 - - - 0 - - 0 - 0 - - -

（目）物件使用料債権 - - - - - - - - - 0 0 - - - 0 - - - - - - - - - - - -

（項）利子収入

（目）利息債権 832 0 191 43 117 43 308 - 480 355 0 0 43 307 43 307 - 4 358 - 4 43 306 43 310 - 4

（款）諸収入 5,387 473 3,371 189 450 663 3,821 - 902 5,061 3 3,468 656 299 659 3,767 - 634 5,228 2 3,975 167 452 169 4,428 0 630

（項）許可及手数料

（目）免許料及び手数料債権 3,339 - 3,339 - - - 3,339 - - 3,306 - 3,306 - - - 3,306 - - 3,390 - 3,390 - - - 3,390 - -

（項）懲罰及没収金

（目）金銭引渡請求権債権 1 1 - - - 1 - - - 1 - - 1 - 1 - - - 1 - - 1 - 1 - - -

（項）弁償及返納金 1,842 472 3 152 338 624 342 - 875 1,576 2 82 617 245 620 328 - 627 1,550 2 473 142 322 144 796 0 610

（目）費用弁償金債権 9 - - 0 9 0 9 - - 9 - - 0 9 0 9 - - 9 - - 0 9 0 9 - -

（目）返納金債権 72 0 - 27 44 27 44 - 0 72 0 0 27 22 27 23 - 21 70 0 - 27 21 27 21 - 21

（目）弁償金債権 0 0 - 0 - 0 - - 0 1 - 0 0 - 0 0 - 0 1 - - 0 - 0 - - 1

（目）損害賠償金債権 1,760 472 3 123 284 596 288 - 875 1,492 2 81 588 213 591 295 - 605 1,468 1 473 114 291 116 764 0 587

（項）矯正官署作業収入 1 - - 0 0 0 0 - 1 0 - - 0 0 0 0 - - 0 - - 0 0 0 0 0 -

（目）製品売払代債権 1 - - - - - - - 1 - - - - - - - - - 0 - - - - - - 0 -

（目）刑務作業費債権 0 - - 0 0 0 0 - - 0 - - 0 0 0 0 - - 0 - - 0 0 0 0 - -

（項）雑入 202 - 27 37 111 37 138 - 25 177 0 78 37 53 37 132 - 7 285 0 110 23 130 23 241 - 20

（目）費用弁償金債権 28 - - 28 0 28 0 - 0 28 0 - 28 0 28 0 - 0 28 - - 19 0 19 0 - 9

（目）利得償還金債権 0 - - 0 - 0 - - - 0 - - 0 - 0 - - - 0 - - 0 - 0 - - -

（目）延滞金債権 105 - 27 8 43 8 70 - 25 80 - 11 8 53 8 64 - 7 189 0 110 4 62 4 173 - 11

（目）利息債権 67 - - - 67 - 67 - - 67 - 67 - - - 67 - - 67 - - - 67 - 67 - -

6,220 473 3,562 232 567 706 4,130 - 1,383 5,417 3 3,468 699 606 702 4,075 - 639 5,587 2 3,979 211 758 213 4,738 0 634

※１　計数はそれぞれ単位未満切り捨てによっているので、端数において合計とは合致しないものがある。

　 ２　百万円未満の計数がある場合には「0」で表示し、該当計数が皆無の場合には「-」で表示している。

国の債権に係る情報の公表

法務省　　（一般会計）

(単位：百万円)

平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度

管理対象債権額 消滅額 管理対象債権額 消滅額 管理対象債権額 消滅額

前年度以前
発生未消滅
債権分

本年度発生分

前年度以前発生分 本年度発生分 前年度以前
発生未消滅
債権分

本年度発生分

前年度以前発生分 本年度発生分 前年度以前
発生未消滅
債権分

本年度発生分

前年度以前発生分 本年度発生分

合     計 44,631 45,715 48,899

備     考 ・免許料及び手数料債権 ・免許料及び手数料債権 ・免許料及び手数料債権 ・免許料及び手数料債権 ・免許料及び手数料債権 ・免許料及び手数料債権

・刑務所作業費債権 ・刑務所作業費債権 ・刑務所作業費債権 ・刑務所作業費債権 ・刑務所作業費債権 ・刑務所作業費債権

(単位：百万円)

平成２８年度末現在額 平成２９年度末現在額 平成３０年度末現在額

一般分（徴収停止分を除く。） 徴収停止分 一般分（徴収停止分を除く。） 徴収停止分 一般分（徴収停止分を除く。） 徴収停止分

本年度発生債権分 前年度以前発生債権分 合計

本年度発
生債権分

前年度以前
発生債権分

本年度発生債権分 前年度以前発生債権分 合計

本年度発
生債権分

合     計

前年度以前
発生債権分

本年度発生債権分 前年度以前発生債権分 合計

本年度発
生債権分

前年度以前
発生債権分



（付表）
平成２８年度

件数（件） 金額（百万円） 件数（件） 金額（百万円） 件数（件） 金額（百万円）

1 0 - - 1 0 (目)延滞金債権　0

- - 1 0 1 0 (目)利息債権 0

- - - - - -

- - 7 45 7 45

債権管理事務取扱規則
第30条第1号の規定によるもの（消滅時効が完成し、か
つ、援用の見込み）

- - - - - -

債権管理事務取扱規則
第30条第2号の規定によるもの（法人の清算が結了）

- - 7 45 7 45
(目)利息債権　23
(目)損害賠償金債権 22

債権管理事務取扱規則
第30条第3号の規定によるもの（債務者死亡後債務につ
いて限定承認があった場合において、相続財産の価額
が強制執行費用等を超えない見込み）

- - - - - -

債権管理事務取扱規則
第30条第4号の規定によるもの（破産法等の規定により
債務者が免責）

- - - - - -

債権管理事務取扱規則
第30条第5号の規定によるもの（債権の存在について法
律上争いがある場合において、法務大臣が勝訴の見込
みがない旨決定）

- - - - - -

歳入徴収官事務規程
第27条第1項第2号の規定によるもの（消滅時効の完成）

歳入徴収官事務規程
第27条第1項第3号の規定によるもの（滞納処分の停止）

歳入徴収官事務規程
第27条第1項第4号の規定によるもの（みなし消滅）

計
備考

歳入徴収官事務規程
第27条第1項第1号の規定によるもの（免除）

不納欠損額の内訳
法務省省所管
一般会計

区分
本年度発生債権分 前年度以前発生債権分



（付表）
平成２９年度

件数（件） 金額（百万円） 件数（件） 金額（百万円） 件数（件） 金額（百万円）

- - - - - - 

- - - - - - 

- - - - - - 

- - 101 484 101 484

債権管理事務取扱規則
第30条第1号の規定によるもの（消滅時効が完成し、か
つ、援用の見込み）

- - 101 484 101 484
(目)利息債権　285
(目)損害賠償金債権 180

債権管理事務取扱規則
第30条第2号の規定によるもの（法人の清算が結了）

- - - - - - 

債権管理事務取扱規則
第30条第3号の規定によるもの（債務者死亡後債務につ
いて限定承認があった場合において、相続財産の価額
が強制執行費用等を超えない見込み）

- - - - - - 

債権管理事務取扱規則
第30条第4号の規定によるもの（破産法等の規定により
債務者が免責）

- - - - - - 

債権管理事務取扱規則
第30条第5号の規定によるもの（債権の存在について法
律上争いがある場合において、法務大臣が勝訴の見込
みがない旨決定）

- - - - - - 

歳入徴収官事務規程
第27条第1項第2号の規定によるもの（消滅時効の完成）

歳入徴収官事務規程
第27条第1項第3号の規定によるもの（滞納処分の停止）

歳入徴収官事務規程
第27条第1項第4号の規定によるもの（みなし消滅）

歳入徴収官事務規程
第27条第1項第1号の規定によるもの（免除）

不納欠損額の内訳
法務省省所管
一般会計

区分
本年度発生債権分 前年度以前発生債権分 計

備考



（付表）
平成３０年度

件数（件） 金額（百万円） 件数（件） 金額（百万円） 件数（件） 金額（百万円）

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

12 0 97 22 109 22

債権管理事務取扱規則
第30条第1号の規定によるもの（消滅時効が完成し、か
つ、援用の見込み）

- - 59 21 59 21
(目)損害賠償金債権 20
(目)費用弁償金債権　0
(目)延滞金債権　0

債権管理事務取扱規則
第30条第2号の規定によるもの（法人の清算が結了）

- - 1 0 1 0 (目)物件使用料債権　0

債権管理事務取扱規則
第30条第3号の規定によるもの（債務者死亡後債務につ
いて限定承認があった場合において、相続財産の価額
が強制執行費用等を超えない見込み）

- - - - - -

債権管理事務取扱規則
第30条第4号の規定によるもの（破産法等の規定により
債務者が免責）

12 0 37 1 49 1

(目)損害賠償金債権　1
(目)弁償金債権　0
(目)利息債権　0
(目)延滞金債権　0

債権管理事務取扱規則
第30条第5号の規定によるもの（債権の存在について法
律上争いがある場合において、法務大臣が勝訴の見込
みがない旨決定）

- - - - - -

不納欠損額の内訳
法務省省所管
一般会計

区分
本年度発生債権分 前年度以前発生債権分 計

備考

歳入徴収官事務規程
第27条第1項第1号の規定によるもの（免除）

歳入徴収官事務規程
第27条第1項第2号の規定によるもの（消滅時効の完成）

歳入徴収官事務規程
第27条第1項第3号の規定によるもの（滞納処分の停止）

歳入徴収官事務規程
第27条第1項第4号の規定によるもの（みなし消滅）


